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（通則） 

第１条 福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）のうち原子力規制委員会

所管事業に係るもの（令和３年４月１日付け福島再生加速化交付金（帰還・移住

等環境整備）実施要綱（以下「実施要綱」という。）第 11 の１に規定する基金に

交付するものを除く。）（以下「交付金」という。）の交付に関しては、予算の範囲

内において交付するものとし、令和３年４月１日付け福島再生加速化交付金制度

要綱、実施要綱、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及びその他の法令のほか、

この交付要綱に定めるところによるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この交付金は、実施要綱第４の２に規定する地域（以下「対象地域」とい

う。）において、実施要綱第４の３に規定する帰還・移住等環境整備事業計画（以

下「帰還・移住等環境整備事業計画」という。）に基づく実施要綱第５に規定する

帰還・移住等環境整備事業等を実施することを目的とする。 

 

（交付先） 

第３条 交付金は、福島県若しくは対象地域の市町村又はそれらを構成団体とする

地方公共団体の組合（以下「交付申請者」という。）の長に対し、その申請に基づ

いて交付する。 

 

（交付の対象となる事業） 

第４条 交付対象事業は、実施要綱第５の１に規定する基幹事業のうち、別表１（３）

健康管理・健康不安対策 放射線測定装置・機器等整備支援事業（以下「本支援事

業」という。）であるリアルタイム線量測定システム及び可搬型モニタリングポス

ト等の設置・運用事業並びに実施要綱第５の２に規定する効果促進事業等とする。 

 

（交付額） 

第５条 環境大臣（以下「大臣」という。）は、実施要綱第８により内閣総理大臣か



 

ら移し替えられた交付金について、実施要綱第７により交付申請者に通知された

交付可能額の範囲で、交付金の交付対象事業に要する費用を交付する。 

２ 交付対象事業に対する交付金の交付額は、次に掲げる式により算出された金額

とする。 

 

 

交付額＝①＋② 

① ：交付対象基幹事業の交付額 

   実施要綱第５の１（３）に規定する基幹事業の交付額 

② ：交付対象効果促進事業等の交付額 

   帰還・移住等環境整備事業計画様式１－４に記載した効果促進事業等の交

付対象事業費の総額に８／１０を乗じて得られる額 

 

なお、実施要綱第５の１（３）に規定する「基幹事業の交付対象事業費 (a)」、

「基本国費率 (b)」及び「福島県又は避難指示・解除区域市町村等以外の者（民

間事業者等）が負担する額 (c)」は、次のとおりとする。 

  (a)：第４条に規定する交付対象事業のうち、本支援事業であるリアルタイム線

量測定システム及び可搬型モニタリングポスト等の設置・運用事業に係る

経費 

  (b)：１０／１０ 

  (c)：本支援事業は全額を国費で賄うことから、該当する経費は発生しない 

 

（交付申請） 

第６条 交付を受けようとする交付申請者は、別に通知する日までに、大臣に対し、

交付申請書（別記様式１）に必要な書類を添付して内閣総理大臣を経由し、提出

するものとする。 

２ 交付申請者は、交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入

れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減

額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等控除仕

入税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定） 

第７条 大臣は、前条により交付の申請があった場合において、その内容を審査す

るとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、交付金を交付すべきもの

と認めたときは、交付申請者に交付金の交付の決定を行うものとする。 

２ 大臣は、前項の規定により交付金の交付の決定を行ったときは、速やかにその

決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を交付決定通知書（別記様

式２）に記載し、内閣総理大臣を経由して、交付申請者に通知する。 

３ 前条第１項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る第１項による



 

交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

 

（交付決定前の事業着手） 

第８条 前条第１項による交付の決定前に、実施要綱第１１の４による交付決定前

の着手の承認を通知する様式は、交付決定前着手承認通知書（別記様式３）によ

るものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 交付金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付金事業者」という。）は交

付の決定の内容又はこれに附された条件に対し、不服があることにより、申請を

取り下げようとするときは、交付金の交付の決定の通知を受けた日から起算して

３０日以内に、内閣総理大臣を経由し、大臣に申請取下書（別記様式４）を提出

しなければならない。 

２ 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交

付の決定はなかったものとみなす。 

 

（交付対象事業の変更） 

第１０条 交付金事業者が、交付対象事業の内容を変更しようとする場合には、内

閣総理大臣を経由し、大臣に内容変更承認申請書（別記様式５）を提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、交付対象事業の目的を変更しない軽微な

変更で、その変更が目的の達成をより効率的にする場合であり、交付決定額に変

更をきたすことがない場合は、この限りではない。 

２ 大臣は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、

又は条件を附することができる。 

３ 大臣は、第１項の承認をしたときは、速やかにその内容を交付決定変更通知書

（別記様式６）に記載し、内閣総理大臣を経由して、交付金事業者に通知する。 

 

（交付対象事業の中止又は廃止） 

第１１条 交付金事業者は、交付対象事業を中止又は廃止しようとするときは、遅

滞なく大臣に事業中止（廃止）承認申請書（別記様式７）を、内閣総理大臣を経

由して提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（交付対象事業の遅延の届出） 

第１２条 交付金事業者は、交付対象事業が帰還・移住等環境整備事業計画に記載

する事業期間内に完了することができないと見込まれる場合には、大臣に事業遅

延報告書（別記様式８）を、内閣総理大臣を経由して提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第１３条 交付金事業者は、遂行の状況の報告について、大臣から要求があった場

合は、内閣総理大臣を経由し、速やかに状況報告書を提出するものとする。 

 

（交付事業の遂行等の命令） 

第１４条 大臣は、交付金事業等が交付の決定の内容又はこれに附した条件に従っ



 

て遂行されていないと認めるときは、交付金事業者に対し、これらに従って当該

交付対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 大臣は交付金事業者が前項の命令に違反したときは、交付対象事業の遂行の一

時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第１５条 交付金事業者は、交付対象事業が完了した日（第１１条により交付対象

事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して１か月を

経過した日又は交付対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の４月１０

日のいずれかの早い日までに、内閣総理大臣を経由し、大臣に実績報告書（別記

様式９）を提出しなければならない。 

２ 交付金事業者は、交付対象事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、

交付金の交付の決定をした日の属する会計年度の翌年度の４月１０日までに、内

閣総理大臣を経由し、大臣に国の会計年度終了に伴う実績報告書（別記様式１０）

を提出しなければならない。 

３ 交付金事業者は、前二項で定める実績報告を行うに当たって、交付金に係る消

費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して

報告しなければならない。 
 

（交付金額の確定等） 

第１６条 大臣は、前条第１項による実績報告の審査を行うとともに、必要に応じ

て現地調査等を行い、当該報告に係る交付対象の成果が交付金の決定内容及びこ

れに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交

付金事業者に交付額確定通知書（別記様式１１）を、内閣総理大臣を経由して通

知するものとする。 

２ 大臣は、交付金の交付の申請時において交付金に係る消費税等仕入控除税額が

明らかでないものであって、交付金の額の確定時において当該消費税等仕入控除

税額が明らかな場合には、前項の額の確定において当該消費税等仕入控除税額に

相当する額を減額するものとする。 

 

（交付金の返還） 

第１７条 大臣は、交付金事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、

既にその額を超える交付金が交付されているときは、当該交付金事業者にその超

える額の返還を命ずることとする。 

２ 交付金事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつた

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年利

１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還）  

第１８条 交付金事業者は、交付対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申

告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入

控除税額確定報告書（別記様式１２）により内閣総理大臣を経由して、速やかに

大臣に報告しなければならない。  



 

２ 大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は

一部の返還を、内閣総理大臣を経由して命ずる。  

３  前条第２項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１９条 大臣は、第１１条の交付対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場

合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第７条の交付の決定の全部若し

くは一部を取り消し、又は変更することができる。 

 一 交付金事業者が、交付金の交付決定の内容、これに附した条件若しくはその 

他法令又はこれに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合。 

 二  交付金事業者が、交付金を第２条の目的以外の用途に使用した場合。 

三  交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金対象事業の全部又は一部を 

継続する必要がなくなった場合。 

２ 大臣は、前項の規定による取消し又は変更を行った場合には、期限を定めて、

既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

３ 大臣は、第１項第１号及び第２号に該当することにより同項の規定による取消

しをし、前項の規定による交付金の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付

金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額につき年利１０．

９５パーセントの割合で加算した加算金を徴するものとする。 

 

（交付対象事業の検査等） 

第２０条 大臣は、交付金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、

交付金事業者に対して報告をさせ、又は原子力規制委員会職員にその事務所、事

業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。 

 

（財産の管理等） 

第２１条 交付金事業者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）については、交付対象事業の完了後においても、

善良な管理者の注意を持って管理し、交付金交付の目的に従って、その効率的運

用を図らなければならない。 

２ 大臣は、交付金事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は

あると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができ

る。 

 

（財産の処分の制限） 

第２２条 財産取得等のうち、大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は

効用の増加価格が５０万円以上のものとする。 

２ 財産の処分を制限する期間は、大臣が別に定める期間とする。 

３ 交付金事業者は、前項により定められた期間中において、処分を制限された取

得財産等を交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担

保に供しようとするときは、申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければな

らない。 



 

４ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合に準用する。 

 

（交付金の支払） 

第２３条 交付金は第１６条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支

払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、交付金の全部又は

一部について概算払をすることができる。 

２ 交付事業者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、交付

金支払請求書（別記様式第１３）を大臣に提出しなければならない。 

 

（交付金の経理） 

第２４条 交付金事業者は、交付対象事業の経費についての収支簿を備え、その他

の事業の経理と明確に区分し、交付対象事業の収入額及び支出額を記載し、交付

金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 交付金事業者は、前項に規定する収入額及び支出額について、その収入及び支出 

内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに交付対象事業の完了の日の属

する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第２５条 県は、第６条の規定に基づく交付の申請、第９条の規定に基づく申請の

取下げ、第１０条の規定に基づく交付対象事業の変更、第１１条の規定に基づく

交付対象事業の中止又は廃止、第１２条の規定に基づく交付対象事業の遅延の届

出、第１３条の規定に基づく状況報告、第１５条の規定に基づく実績報告、第２

３条の規定に基づく支払請求（以下、「交付申請等」という。）については、電

子情報処理組織を使用する方法（適正化法第２６条の２及び第２６条の３の規定

に基づき大臣が定めるものをいう。）により行うことができる。 

 

（電子情報処理組織による通知等） 

第２６条 大臣は、前条の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示

又は命令について、当該通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うこ

とができる。 

 

（その他） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項がある場

合は別途、運用細目で定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月１５日から施行する。 

 

  附 則 



 

この要綱は、平成２７年５月７日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和元年８月１６日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



 

（別記様式１ 交付申請書） 

識別番号  

                                                    番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

環境大臣 殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金交付申請書 

 

 

 福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第６条第１項の規定により、

必要な書類を添えて下記のとおり申請する。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の目的及び内容  

 

２ 交付申請額              円 

３ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 

注） 帰還・移住等環境整備事業計画の写しを添付すること。 



 

（別記様式２ 交付決定通知書） 

識別番号  

                                                    番          号 

令 和   年   月   日 

 

地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名 

 

         環境大臣 名  

 

福島再生加速化交付金交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で申請のあった福島再生加速化交付金

について、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）（以下「交付要綱」

という。）第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、

同条第２項の規定により通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額              円 

 

２ 交付金の交付の対象となる事業は、申請のあった福島再生加速化交付金に係る

事業とし、その内容は交付申請書記載のとおりとする。 

 

３ 交付金の確定額は、実際に交付金事業に要した経費のうち交付金交付の対象と

なる経費額と交付金の交付決定額（変更されたときは、変更後の額とする。）の

いずれか低い額とする。 

 

４ 交付金事業は、交付金の交付を受けた会計年度の３月３１日までに完了しなけ

ればならない。 

 

５ 交付金事業者は、交付要綱に従わなければならない。 

 

６ その他 

 

７ 本件担当者の氏名、連絡先等 

 担当官の所属部署・職名・氏名 

 連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 



 

（別記様式３ 交付決定前着手承認通知書） 

  番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名 殿 

 

 

        環境大臣 名  

 

 

福島再生加速化交付金交付決定前着手承認通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で申請のあった福島再生加速化交付金

について、交付金交付決定前に事業着手することを承認したので通知する。 

 

 

（本件担当者の氏名、連絡先等） 

 担当官の所属部署・職名・氏名 

 連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 

 



 

（別記様式４ 申請取下書） 

                                                   番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

環境大臣 殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金申請取下書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で交付の申請を行った福島再生加速化

交付金について、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第９条第１

項の規定により下記のとおり申請を取り下げる。 

 

 

記 

 

１ 申請を行った年月日 

 

   令和  年  月  日 

 

２ 申請を取り下げる事由 

 

３ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 

 

 

 

 

 

注）交付申請書の写しを添付すること。 



 

（別記様式５ 内容変更承認申請書） 

                                                    番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

環境大臣 殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金内容変更承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で交付の決定を受けた福島再生加速化

交付金について、内容を変更したいので、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力

規制委員会）第１０条第１項の規定により、下記のとおり申請する。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額            円 

 

２ 変更後の額            円 

 

３ 変更増減額            円 

 

４ 変更の内容 

 

５ 変更の事由 

 

６ 変更が交付対象事業に及ぼす影響及び効果 

 

７ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 

 

注）交付決定通知書の写しを添付すること 



 

（別記様式６ 交付決定変更通知書） 

                                                    番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名 

 

 

         環境大臣 名  

 

 

福島再生加速化交付金交付決定変更通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で申請のあった福島再生加速化交付金

について、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第１０条第３項の

規定により、（申請のとおり／下記の条件を付して）承認する。 

 

 

記 

 

１．交付決定額等 

（１）交付決定額             円 

 

（２）変更後の額             円 

 

（３）変更増減額  △          円 

 

 

２．上記１．の事項以外については、当初交付決定通知書に記載のとおりとする。 

 

３．本件担当者の氏名、連絡先等 

 担当官の所属部署・職名・氏名 

 連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 

 

（注）条件を附さない場合と、条件を附して承認する場合とで、かっこ書き内のい

ずれかによること。 

 



 

（別記様式７ 事業中止（廃止）承認申請書） 

                                                   番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

環境大臣 殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で交付の決定を受けた福島再生加速化

交付金について、交付金事業を中止（廃止）したいので、福島再生加速化交付金交

付要綱（原子力規制委員会）第１１条の規定により、下記のとおり申請する。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額           円 

 

２ 中止（廃止）の事由 

 

３ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 

 

 

 

 

 

注）交付申請書の写しを添付すること。 



 

（別記様式８ 事業遅延報告書） 

                                                   番          号 

令 和   年   月   日 

 

環境大臣 殿 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金事業遅延報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号で交付の決定を受けた福島再生加速化

交付金について、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第１２条の

規定により、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 事業名 

 

 

２ 事業概要 

 

 

３ 事業着手年月日 

 

   令和  年  月  日 

 

４ 事業完了予定年月日 

 

   令和  年  月  日 

 

５ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 

 

※事業遅延の理由及び進捗状況については、別紙（任意様式）を作成し添付するこ

と。 



 

（別記様式９ 実績報告書） 

                                                   番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

環境大臣 殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号により交付決定された福島再生加速化

交付金について、事業が完了したので、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規

制委員会）第１５条第１項の規定により、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 

 

１ 交付金の実績 

（単位：円） 

交付決定額 交付金充当額 不用額 

   

 

 

２ 交付金事業において取得・製造した資産 

（単位：円） 

財産の名

称 
仕様 単価 数量 

取得等年月

日 
取得等価格 

設置場所 

（住所） 
備考 

        

        

        

※交付金事業において取得・製造した資産について、交付金事業者において管理す

る資産の単位毎に記載すること。 

※福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第２２条第１項の財産処分

の制限に該当するものは備考欄に「＊」を付すこと。 



 

※記載に当たっては本交付金事業において取得・製造した資産全てについて年度に

区分し記載すること。 

 

 

３ 交付金事業において効用の増加がなされた資産 

（単位：円） 

財産の名

称 
仕様 

単

価 
数量 

効用の

増加年

月日 

財産の額 
設置場所 

（住所） 
備考 

増加前 増加後 

         

         

         

※福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第２２条第１項の財産処分

の制限に該当する効用の増加がなされた資産について、交付金事業者において管

理する資産の単位毎に記載すること。 

※本交付金事業において取得・製造した資産については備考欄に「＊」を付すこと。 

※記載に当たっては本交付金事業において効用の増加がなされた資産全てについて

年度に区分し記載すること。 

 

 

４ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 



 

（別記様式１０ 国の会計年度終了に伴う実績報告書） 

番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

環境大臣 殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

国の会計年度終了に伴う令和  年度福島再生加速化交付金実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付   号をもって交付決定通知のあった福島再生加速

化交付金について、国の会計年度内に交付金事業が完了していないため、福島再生

加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）第１５条第２項の規定により、別紙関

係資料を添えて下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

１．交付金事業の年度末実績額 

              円 

 

２．交付金事業の実施状況 

 

  ※繰越承認を受けた場合は、翌会計年度に行う交付金事業に関する計画を含む。 

 

 

３．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・E メールアドレス） 

 

 
                                                                            



 

（別記様式１１ 交付額確定通知書） 

                                                    番          号 

令 和   年   月   日 

 

 

地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名 

 

 

         環境大臣 名  

 

 

福島再生加速化交付金交付額確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け 第   号により交付決定された福島再生加速化

交付金に係る交付額について、福島再生加速化交付金交付要綱（原子力規制委員会）

第１６条の規定により、金       円に確定したので通知する。 

 

（本件担当者の氏名、連絡先等） 

 担当官の所属部署・職名・氏名 

 連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 

 



 

（別記様式１２ 消費税等仕入控除税額確定報告書） 

番         号 

令和  年  月  日 

 

環 境 大 臣  殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 

福島再生加速化交付金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書 

 

 令和  年  月  日付    号をもって交付決定された福島再生加速化交

付金について、消費税等仕入控除税額が確定しましたので、福島再生加速化交付金交

付要綱（以下「交付要綱」という。）第１８条第１項の規定により、下記のとおり報

告する。 

 

記 

 

１．交付金額（交付要綱第１６条による額の確定額） 

                                                                   

金         円 

 

２．交付金の確定時における消費税等仕入控除税額 

                                        

金         円 

 

３．消費税及び地方消費税額の確定に伴う交付金に係る消費税等仕入控除税額 

                                    

金         円 

 

４．交付金返還相当額（３－２） 

 

金         円 

 

５．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 



 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 

 

（注）別紙として返還額に係る積算の内訳を添付すること。 



 

（別記様式１３ 福島再生加速化交付金支払請求書） 

番         号 

令和  年  月  日 

 

環 境 大 臣  殿 

 

 

         地方公共団体の名称並びに当該団体の長の職名及び氏名  

 

 令和  年  月  日付け第   号によって交付決定のあった福島再生加速

化交付金の精算払（第  回概算払）を受けたいので、福島再生加速化交付金交付要

綱第２３条第２項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

１ 金     円也 

２ その請求額の内訳 

 

（精算払の場合） 

（円） 

交 付 決 定 し た 

交 付 金 の 額 

確 定 額 ① 概 算 払 受 領 額 ② 差 引 請 求 額 

① － ② 

    

 

（概算払の場合） 

（円） 

交 付 決 定 し た 

交 付 金 の 額 ① 

請 求 額 ② 支出済交付金額③ 残 額 

①－②－③ 

    

 

３ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 

 


